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「第１５２回 松戸市都市計画審議会」議事録 

 

１. 開 催 日 時 令和５年８月２１日（月） 

       １４時００分から１６時５０分まで 

２. 開 催 場 所 松戸市役所 新館７階 大会議室 

３. 出 席 者 

（１） 松戸市都市計画審議会委員 

① 出席委員（１６名） 

 市議会委員 

石塚 裕  市川 恵一  伊東 英一  関根 ジロー  原 裕二  ミール 計恵 

深山 能一 

 学識経験者 

秋田 典子 岡田 純 勢田 昌功  西村 幸夫 福川 裕一 待山 克典 

山口 輝雄 

 関係行政機関の職員及び住民の代表 

恩田 忠治 西山 昌克 

② 欠席委員（１名） 

 関係行政機関の職員及び住民の代表 

右田 和実 

③ 会議の成立 

１７名の委員総数のうち１６名の出席により成立 

（２） 事務局及び議案関係課 

① 事務局 

 街づくり部 小倉部長、本多審議監 

 都市計画課 湯浅課長、河村専門監、中野課長補佐、他７名 

② 議案第１号 

 街づくり部 小倉部長、本多審議監 

 みどりと花の課 三末課長、木村補佐 他２名 

 農政課 田嶋課長、他２名 

③ 議案第２号、議案第３号 

 街づくり部 小倉部長、本多審議監 

 都市計画課 湯浅課長、河村専門監、中野補佐、他７名 

 みどりと花の課 三末課長、木村補佐 他２名 

 農政課 田嶋課長、他２名 

（３） 傍聴者等 

① 議案第１号、議案第２号 

傍聴者８名 記者２名 

② 議案第３号 

非公開のため、傍聴者なし。 
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４. 議案及び説明者 

（１） 議案第１号「松戸都市計画生産緑地地区の変更について」 

みどりと花の課 

（２） 議案第２号「松戸市都市計画マスタープラン（市街化調整区域編）の構成案及び地権者

アンケート結果（速報版）について」  

都市計画課 

（３） 議案第３号「松戸市都市計画マスタープラン（市街化調整区域編）の策定に向けた検

討について」 

都市計画課 

 

５. 議 事 の 経 過 

（１）   開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14：00） 

（２）   市長挨拶（代理：部長挨拶） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14：01） 

（３）   事務局報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14：03） 

委員の出欠状況及び会議の成立 議事録署名人の紹介 

（４）   開会（議長 福川会長） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14：05） 

（５）   事務局議事概要説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14：06） 

（６）   公開・非公開の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14：08） 

議案第１号及び第２号は公開に決定 

※議案第３号は第１５１回審議会にて非公開と決定済 

（７）   傍聴の報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14：09） 

（８）   審議開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14：12） 

（９）   議案第１号 説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14：12） 

議案第１号「松戸都市計画生産緑地地区の変更について」 

（１０） 議案第１号 質疑 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14：27） 

（１１） 議案第１号 採決 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14：45） 

（１２） 議案第２号 説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14：50） 

議案第２号「松戸市都市計画マスタープラン（市街化調整区域編）の構成案及び地

権者アンケート結果（速報版）について」 

（１３） 議案第２号 質疑 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（15：15） 

（１４） 議案第３号 説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（15：50） 

議案第３号「松戸市都市計画マスタープラン（市街化調整区域編）の策定に向けた

検討について」 

（１５） 議案第３号 質疑 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（16：05） 

（１６） 閉会（議長 福川会長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（16：50） 
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６. 配 布 資 料 

  ・次第  ・席次表  ・松戸市都市計画審議会委員名簿  ・議案書 
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７ 議 事 概 要 

議案第１号 

「松戸都市計画生産緑地地区の変更について」 

 

【説明要旨】みどりと花の課 三末課長 

みどりと花の課の三末です。よろしくお願いいたします。 

それでは、第１号議案「松戸都市計画生産緑地地区の変更」につきまして、ご説明させていただき

ます。 

始めに生産緑地の制度について、説明いたします。生産緑地制度は、都市農地が持つ緑地機能を積

極的に評価し、都市計画という仕組みの中で保全を図ることにより、農と調和した良好な都市環境を

保全するための制度であり、生産緑地地区に指定がされますと、所有者は生産緑地を農地として保全

することで、相続税の納税猶予等の税制上の特例措置を受けることができ、営農を続けやすい環境の

確保が可能となるものです。 

ただし、平成３年の法改正時には、宅地化する農地と保全する農地を明確化し、積極的に住宅・宅

地供給を促進するために行われた側面もございますので、３０年が経過した現在、結果として生産緑

地地区は農地として守られてきた反面、市街化区域内の生産緑地以外の農地は激減することとなり

ました。 

そこで、これ以上の都市農地の減少に歯止めをかけるために、平成２９年６月に、国では生産緑地

法やその関連法を改正し、新たに特定生産緑地制度を設けるなど、都市農地を都市の緑として積極的

に保全し利活用できるような方向性を改めて示したというところが、近年の制度上の変化であり、こ

の数年はその変化が都市計画変更の内容にも表れているというのが、現在の状況でございます。 

なお、生産緑地地区の都市計画変更につきましては、毎年１回、秋口のこの時期に行っております。 

２ページです。松戸市の生産緑地地区の推移です。 

松戸市では、平成３年の「生産緑地法」の改正により、平成４年１１月に都市計画変更を行い、市

街化区域内の農地約 169.31ha を生産緑地地区に指定しました。 

その後、「買取の申出による行為制限の解除」に伴う生産緑地地区の廃止や生産緑地地区の一団化

等による追加などがあり、令和５年４月１日現在の生産緑地地区は、５０６地区、約 118.59haとな

っております。 

次のページです。変更内容の説明の前に、生産緑地地区における買取申出から生産緑地地区の廃止

に至る都市計画変更手続きの流れについてご説明いたします。 

生産緑地地区につきましては、一度指定を行いますと、主に公共施設等の用地として利用される場

合のほかは、昨年まではスライドの黄色で示している部分、主たる「農業従事者が死亡した場合」や

「農業に従事できなくなる病気や怪我を負った場合」に、買取の申出を行うことができるようになっ

ておりました。しかし現在では、平成４年の当初指定から３０年を経過した生産緑地地区が出てきた

ことにより、赤色で示している「指定後３０年を経過した生産緑地地区」についても、いつでも買取

の申出が可能となっております。これにつきましては、昨年までの松戸市都市計画審議会の場でもご

説明させていただいたとおり、平成２９年の生産緑地法の改正により、新たに特定生産緑地制度がで

きたことにより、当初より３０年を経過した生産緑地地区のうち、特定生産緑地への移行を望まなか

った生産緑地の所有者が買取の申出ができる対象となっており、今年度の変更から本条件が適用さ
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れているものです。よって、この後のスライドでも説明させていただきますが、本条件の適用により、

今年度の買取申出希望の件数は、これまで以上の数値となっております。 

市は、申出を受けたのち、県や企業局など公共団体等への買取希望の照会や、農地のまま取得する

方がいないか農業従事者へのあっせん等を行います。 

しかし、申出を受理してから３ヶ月の間に、買取希望が無く、あっせんが不調となった場合は、生

産緑地地区内の「行為制限」が解除され、建築物の新築等の行為が可能な状態となります。 

この行為制限の解除により、生産緑地としての機能が失われることに伴い、その後の都市計画の変

更手続きに進み、千葉県との協議や毎年この時期に開催される松戸市都市計画審議会等を経て、生産

緑地地区が廃止されるという流れとなっています。 

よって、都市計画審議会の開催時においては、今回変更案件としてあがっている生産緑地の中に

は、既に宅地化されている生産緑地地区もあり、都市計画の変更が後追いにならざるを得ない状況に

なってしまいますが、生産緑地法に基づく事務手続きでございますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

それでは、この度の変更内容になります。４ページをお願いします。 

本日ご審議いただく７３地区の変更箇所の位置図でございます。 

黄色い点の箇所が廃止または一部廃止の箇所となります。この位置図と７３箇所それぞれの変更

内容がお手元の第１号議案書となっております。 

５ページです。この度の変更の理由につきましては、買取の申出による行為制限の解除に伴う廃止

により７３地区が変更となるものです。 

例年であれば、ここに生産緑地地区の追加という、生産緑地地区が増えるほうの理由もあるのです

が、今年度は平成２４年度以来、１１年ぶりに追加変更がございませんでした。これには理由がござ

いまして、ここ数年間の松戸市都市計画審議会の場でも説明させていただきましたが、松戸市では平

成２９年の生産緑地法の改正に伴い、令和元年に生産緑地の下限面積を 500 ㎡から 300 ㎡にする条

例の制定や新規の生産緑地指定を認めるなど、生産緑地の指定基準を緩和した経緯がございます。こ

の際、一斉に制度の周知を図り、追加指定を促したことにより、令和３年度当初の生産緑地が増加し

たことがございます。この時は、追加だけで 3.27ha あったものですが、この時に追加指定を希望す

る概ねの方々の農地を拾い上げているものと考えられることから、今年度は追加の指定が無く、おそ

らく、来年度以降も追加指定は少ないものと考えられます。 

次に６ページです。買取申出による廃止の内訳です。 

主たる従事者の死亡によるものが１０地区、主たる従事者の故障によるものが４地区、生産緑地指

定後３０年経過したことによるものが６１地区となり、合計７３地区が廃止もしくは一部廃止とな

っております。件数と地区数の違いについては、所有者が重複する場合があることによるものです

が、地区数につきましては、単純に計算すると７５地区になってしまいますが、ここにも重複分がご

ざいまして、７ページ、８ページで、重複分については、説明させていただきます。 

７ページです。青色の線の枠と緑色の線の枠が合わせて３８３号生産緑地地区だったのですが、そ

れぞれ別の所有者により、青枠の箇所が主たる農業従事者の死亡による買取申出が出されており、緑

枠の箇所が指定後３０年経過による買取申出が出されており、それぞれの理由によりカウントして

いるため、地区数が重複するということになります。 

８ページも概ね同様の理由であり、それぞれ別の所有者により、青枠の箇所が主たる農業従事者の
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死亡による買取申出が出されており、また緑枠の箇所が指定後３０年経過による買取申出が出され

ており、それぞれの理由によりカウントしておりますので、こちらも重複するということになりま

す。 

ただし、８ページのケースでは、６８６号生産緑地地区は、廃止の２つのエリアの間に、農地が残

っておりますので、生産緑地地区としては存続しております。 

６ページに戻ります。ここにある内訳をもう一度ご覧ください。 

重複を含めた７５地区のうち、６１地区が生産緑地指定後３０年経過していることが、買取申出の

理由となっております。これが、先ほど３ページの買取申出のフローで説明させていただいた、今回

の松戸市都市審議会から初めて変更理由として適用されることとなったものによるものです。 

指定から３０年が経過したことにより、生産緑地の所有者がそのまま税制上の特例措置を受ける

ために、特定生産緑地へ移行することを選択したことにより、昨年１１月に約 90.5haの特定生産緑

地が指定されました。この時に、後継者問題等の所有者それぞれの事情がある中で、特定生産緑地の

指定を見送られた方々もいらっしゃいました。その生産緑地の面積が約 12haあったのですが、その

うち約半分にあたる 6.2haがこの６１地区の面積の合計となります。 

特定生産緑地の指定を受けなかった生産緑地地区の約半分が今回の変更により廃止されるという

ことになります。この数値が、かねてより問題となっていた、生産緑地の２０２２年問題となってい

た部分であり、市街化区域内の多くの農地がこのタイミングで宅地化され、不動産価値にも影響を及

ぼすのではないかと言われていた部分です。幸いと言って良いのかわかりませんが、この２０２２年

問題が危惧された頃は、特定生産緑地の移行する生産緑地は７割程度しかなく、もっと多くの農地が

宅地化されるのではないかという専門家の推測もありましたが、松戸市においては、３０年が経過す

る生産緑地のうち、約88％が特定生産緑地に移行しており、全国平均で約89％、千葉県平均が約86％、

近隣市、例えば柏市では 86％、市川市で約 91％などとなっており、当初の推測よりは農地が残され

たのではないかと考えております。参考にはなりますが、国交省調査の数値データになりますが、東

京都の特定生産緑地への移行は約 94％という高い数値が出ております。都心の多く生産緑地所有が

営農希望意思表示である特定生産緑地への指定を受けたということは、都市における農地のニーズ、

例えば、消費地が身近になることが優位に働いているかもしれません。このあたりは、委員の皆様に

もご意見を頂戴できればと思います。 

以上が、生産緑地地区変更の内容説明となります。 

９ページです。このスライドは、ここまでご説明させていただいた生産緑地地区の変更内容を集計

したものでございます。 

今回の変更につきましては、７３地区を変更し、その全てが廃止もしくは一部廃止であり、廃止面

積が約 9.28haで、変更後は、４６６地区で、合計約 109.31 haとなるものです。 

最後に、都市計画の変更の経過と今後の予定についてご説明いたします。 

都市計画法第１７条第１項を準用する、法２１条第２項に基づく案の縦覧につきましては、広報ま

つど７月１５日号でお知らせし、令和５年７月２４日から８月７日まで行いまして、縦覧者・意見書

提出者はともに０名でした。 

今後につきましては、本日の都市計画審議会において、ご審議をいただき、ご賛同をいただければ、

千葉県知事に対し、法定協議に入らせていただきます。順調に進めば、１０月上旬には都市計画の変

更の決定告示となります。 
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以上が、松戸都市計画生産緑地地区の変更についての説明となります。 

 

福川会長 

ありがとうございました。 

ただいまのご説明について、ご意見ご質問はございますか。 

 

関根委員 

関根です。松戸市の場合は、約 88％が特定生産緑地への移行がされましたが、これは１０年後に

また期限となるので、１０年後どうなるのかというところを注視しないといけないところという理

解でよろしいでしょうか。 

 

三末課長 

お答えします。特定生産緑地の制度につきましては、１０年更新となっておりますので、そのタイ

ミングで農地所有者が判断に迫られることになると思います。 

今回初めて３０年経過した中で、特定生産緑地移行の手続きというのが生じたのですが、昨年度も

制度の周知というところをメインにやっていたので、今度の１０年後というタイミングに向けても、

念入りな制度の周知というところを進めて、理解のあるところで、特定生産緑地の継続をしていただ

ければと思っております。 

 

関根委員 

今の言葉が大事で、担当課としては、生産緑地制度が１０年後になっても制度を周知していきたい

と言っていただいたので、引き続き頑張ってもらいたいと思います。ありがとうございます。 

 

福川会長 

ありがとうございました。 

他にいかがでしょうか。 

 

ミール委員 

共産党のミールです。１つ確認ですが、６ページの廃止の内訳というところで、農業従事者の死亡

や故障、生産緑地の指定から３０年の経過ということなのですが、この方々は農家だと思いますが、

土地を手放すということで、農業を辞めるという方が多いのでしょうか。分かる範囲でお答えくださ

い。 

 

三末課長 

今回出ている７３地区の中で、５月までの段階で、現地で宅地などの造成が確認できている地区数

は８地区ございました。それ以外については確認ができておりません。 

もう１つの視点として、指定から３０年を経過した生産緑地地区が５１件の解除があるのですが、

そのうちの約半数がお持ちの生産緑地の全てをこのタイミングで廃止しております。裏を返せば、半

分の方は、お持ちになっている生産緑地のうち一部を廃止したというところでございます。そういっ
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たことを考えますと、半分程度の方は農業を辞めて、これから宅地化が進むのではないかというとこ

ろが想定できます。 

 

福川会長 

ありがとうございました。 

他にいかがでしょうか。 

 

待山委員 

商工会議所の待山です。この問題というのは、農業経営における後継者不足の問題と税法で言えば

納税猶予の問題が絡んできておりますので、このあたりのことを含めて、将来どのようになるのか、

市で考えていただければ、ある程度予想がつくような問題だと思いますので、所有者のアンケートを

取っていただいて、将来に備えていただきたいと、私は考えております。よろしくお願いいたします。 

 

福川会長 

ありがとうございました。何かお答えがあれば。 

 

三末課長 

昨年、３０年という中で、特定生産緑地へ移行する際にも事前にアンケート調査等を行いました。

おそらく、今後も移行というあたりについては、アンケート調査等も踏まえて進めていくことになる

と思います。以上です。 

 

福川会長 

ありがとうございます。アンケートだけではなく、緑地として保全される手を打ちたいですね。 

他にいかがでしょうか。 

 

石塚委員 

石塚です。１点確認させてください。松戸市において、特定生産緑地へ移行したのが約 88％とい

うことでしたが、個人的には高いのかなと思います。約 88％の方が特定生産緑地へ移行できたのは、

先ほどの関根委員への回答の中で、周知が徹底できたからとありましたが、どのようなことをされた

のでしょうか。答えられる範囲でお答えください。 

 

三末課長 

特定生産緑地の制度が、平成２９年の法改正のタイミングになりますが、それ以降、JA にもご協

力いただき説明会の場を設けました。また、生産緑地所有の方に文書を発送し、周知を行ったりして

いました。その中で、所有者本人も生産緑地制度をよくご存知ない中で、これまで進めてきたという

こともわかりましたので、丁寧な説明で対応してまいりました。 
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福川会長 

ありがとうございます。 

他にいかがでしょうか。 

 

秋田委員 

いくつか、気になった点がありましたので、確認させてください。 

生産緑地法は、基本的には農地として使用しなければいけないという使用制限がある代わりに、固

定資産税が軽減されるということが特徴です。ですが、今回解除した案件の中に、既に住宅が建って

いるのではないかと思われるものが何件かありました。基本的に、生産緑地に係る都市計画決定は年

に１回なので、タイムラグが生じるというものがあるのですが、１年程度のものと限定されると思い

ます。私は日本都市計画学会の理事で、都市計画の立場から発言しているのですが、生産緑地が宅地

になっている場合は、生産緑地法の違反ということで、懲役６カ月以下あるいは３０万円以下の罰金

となりますし、原状回復の命令を行わなければならないということになっております。そもそも、所

有者が、自分の土地が生産緑地に指定されていると気づかずにやってしまっている例もありますの

で、必ずしもこれが悪いということではないのですが、宅地になっている部分について、適切に固定

資産税が課されていたのかどうか確認をした上で、次の作業に進めていただければと思います。 

 

福川会長 

どうもありがとうございました。 

 

三末課長 

委員がおっしゃるとおりでございますので、適切に対応してまいります。 

 

福川会長 

他にいかがでしょうか。 

 

ミール委員 

先ほど、福川会長から宅地化されないで緑地化されて欲しいというのがありましたが、私もまさに

そう思っていて、例えば、一般質問でも何回も取り上げている、公園が足りないという問題があって、

公園緑地課の答弁では、今後生産緑地なども場合によっては利用しながら整備していきたいと答弁

されています。ただ、これを見ても、全部買取申出はしないで宅地化されているような状況だと思い

ますが、そのあたりは本気で生産緑地を緑地や公園などの緑の空間として残すことが必要だと思い

ます。洪水の激甚化とか言われていますから。そういう視点での市の姿勢を教えていただきたいで

す。 

 

三末課長 

公園ということなので、本来公園緑地課からお答えする内容かもしれませんが、みどりと花の課で

は、みどりの基本計画を扱っておりますので、その中でお答えできる範囲でお答えします。 

生産緑地というのは、市街化区域内でまとまった面積を有していて、公園候補地になり得るものと
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して考えておりますので、昨年４月に公表したみどりの基本計画でも記載させていただきましたが、

今後、公園整備のガイドラインを策定し、計画的な公園整備を図っていく中で、生産緑地の活用を検

討していくこととなっております。私からお答えできるのは以上になります。 

 

ミール委員 

ありがとうございます。 

そうするとまずは、公園整備のガイドラインができてから、そうなるということでしょうか。もし

なった場合は、買取希望というのも３カ月しかないので、事前の調整を市でやっていただくとか、こ

ちらでもやれることがあればやっていきたいのですが。例えば、生産緑地でも、本当に農業をやって

いるのかなと見えるところもちらほらあるのですが、そういうところをきちんと把握して、しっかり

と農業をやっているかどうか確認していただいて、もしそうでないのであれば公園としてどうです

かと働きかけていただくとか。そういうこともできるのかなと思いますが、そのあたりはどうです

か。 

 

三末課長 

まず、３カ月の間にというところのお話なのですが、現実的に買取の申出が出て３カ月の間に地権

者の方と用地交渉するというのは、かなりタイトになりますので、現実的には難しいものだと思って

おります。ですから、公園の整備ガイドラインの話をさせていただいたのですが、その時に、どの地

区に整備するといった、踏み込んだ内容が記載されると思いますので、そういったところについて

は、買取の申出が無くとも、そのエリアに生産緑地のようなまとまった土地があれば、事前に地権者

の方と交渉して、将来的な意向を確認するといった作業は出てくるものと考えております。 

 

福川会長 

どうもありがとうございました。 

他にいかがでしょうか。 

 

秋田委員 

今の補足になりますが、実際に東京都世田谷区などでは、生産緑地に対し、事前に都市公園として

都市計画決定をするといった、事前に地権者の方と相談して公園を整備するといったことも行って

おります。 

先ほどお話にあった、東京都の特定生産緑地の指定率が高いという話ですが、私自身も関わってい

たのですが、東京都が各自治体の生産緑地担当者を集めて、できるだけ多くの特定生産緑地の確保の

ために、相当東京都からの働きかけがあったということが背景にありました。以上になります。 

 

福川会長 

どうもありがとうございました。 

他にいかがでしょうか。この件もこれ以上ご意見が無いようですね。議決事項になりますので、採

決させていただきます。 

市の提案に対し、賛成の方、挙手をお願いいたします。 
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委員一同 

全会一致 

 

福川会長 

全会一致のようですね。それでは議案第１号は全会一致で可決いたしました。 

それでは、議案第１号を終了させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 

 

議案第２号 

「松戸市都市計画マスタープラン（市街化調整区域編）の構成案及び地権者アンケート結果（速報

版）について」 

 

【説明要旨】都市計画課 湯浅課長 

都市計画課より、議案第２号「松戸市都市計画マスタープラン（市街化調整区域編）の構成案 

及び地権者アンケート結果（速報版）について」説明いたします。始めに、概要版にて、地権者ア

ンケート結果（速報版）から説明いたします。 

１ページをご覧ください。「（１）意向調査の実施概要」についてでございます。 

市街化調整区域の土地利用方針の検討にあたり、地権者が考える市街化調整区域の現状認識や課

題、方向性等を把握することを目的として、千駄堀地区を除く１１の市街化調整区域の地権者

2,000人を対象に、６月２９日から７月１７日まで意向調査を実施いたしました。対象者は、登記

簿の情報を基に抽出し、郵送配付した調査書の返送又は Web回答にてアンケートを実施。有効回収

数 873人、回収率は 43.7％となりました。 

２ページ、「（２）調査項目」についてでございます。 

「１.所有状況について」、回答者の属性や所有地の場所・面積、土地利用状況、今後の土地利用

に関する意向確認等、更に農地を持っている方については、「２.農地の利用状況について」、現在

の土地利用状況や課題、今後期待する施策等に関する設問を設けました。 

「１.所有状況について」「２.農地の利用状況について」が全地区共通の質問項目でございま

す。串崎新田・高塚新田・紙敷・矢切地区では、「３.今後の土地利用及び課題について」、北千葉

道路や国道６号に隣接する沿道及び駅周辺の土地利用方針についてもお聞きしております。 

３ページ、「（３）各地区の回収状況」についてでございます。 

松戸市都市計画マスタープラン改定にあたって平成３０年に実施した市民意向調査の回収率が

29.5％、昨年９月に実施した調整区域に関わる市民意向調査の回収率が 36.3％。それらと比較する

と、多くの地区で高い回収率となりました。 

４ページ以降が、「（４）調査結果」となります。 

「問１-①属性」は、回答した地権者の９割近くが個人であり、そのうち６０歳以上の方の割合

が 7割を超えています。 

５ページ、「問２-土地所有状況について」、「②所有する土地の面積」、「③賃借状況」について、

お聞きした結果でございます。所有している面積は「200㎡未満」が 21.4％と最も割合が高く、

「貸していない」が 63.2％となっています。 

６ページ、「④土地の利用状況」について、お聞きした結果でございます。 

土地利用状況では、「住宅・事務所」「田畑・果樹園」「駐車場・資材置場・空き地」の順で回答

が多くなっています。地区別では、幸田地区、矢切地区、旭町地区においては、田畑・果樹園の割

合が高く、山林は金ケ作地区、大橋・和名ケ谷地区において割合が高くなっています。 

７ページ、土地利用状況の項目別に、概ね 10年後の土地利用の希望をお聞きした結果でござい

ます。 

全ての項目で「現状のまま」との回答が最も多く、次いでほとんどの項目で「売却したい」や

「他の用途に使いたい」が多くなっております。田畑・果樹園では、「現状のまま」が約 43％、「売
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却したい」が約 36％、「住宅・事業所」や「駐車場・資材置場・空き地」と比べるとその差は少な

く、また「他の用途に使いたい」や「貸したい」と回答した割合も比較的高くなっております。 

８ページをご覧ください。 

７ページの概ね 10年後の土地利用の希望について、田畑・果樹園を地区別でまとめました。 

全体では「現状のまま」と回答した方が 42.9％となっているのに対し、矢切地区、旭町地区では 3

割以下となっています。 

９ページ、同じく、住宅・事業所を地区別でまとめました。 

全体では「現状のまま」と回答した方は８割となっていますが、串崎新田地区では「売却した

い」が４割近くとなっています。 

１０ページ、「田畑・果樹園」と回答した方を対象に「問３-（１）農業経営の形態」について、

お聞きした結果でございます。 

串崎新田地区や高塚新田地区、大橋・和名ケ谷地区は、農業の売上が中心の農家（専業農家・第

１種兼業農家）の割合が比較的高くなっています。 

１１ページ、「問３-（２）後継者の有無」について、お聞きした結果でございます。 

「後継者がいない」と答えた割合が半数近くにのぼっています。地区別では、幸田地区、高塚新

田地区、紙敷地区、矢切地区において、半数以上の方が「後継者がいない」と回答しています。 

１２ページ、「問３-（３）概ね 10年後の農地面積」について、お聞きした結果でございます。 

「拡大や現状維持」が約３割であるのに対して、「縮小」「やめたい」と回答した方が約４割とな

っています。地区別では、矢切地区、高塚新田地区において「やめたい」と回答した方が多くなっ

ています。 

１３ページ、「問３-（４）荒地になりそうな土地の有無」について、お聞きした結果でございま

す。「すでにある」又は「今後はある」と答えた方が約 33％と、「ない」と回答した割合を上回って

います。地区別で見ると「すでにある」「今後はある」と答えた方は、根木内地区、六実地区、矢

切地区に多くなっています。 

１４ページ、「問３-（５）農業を続けていくための課題」について、お聞きした結果でございま

す。 

「後継者や労働力確保」と回答した方が４割を超えています。 

１５ページ、農業を続けるために必要な施策についてお聞きした結果でございます。 

「農業従事者の育成」が最も多くなっており、次に「税負担の軽減」が続いています。 

１６ページ、「問４-（１）地区のまちの課題」について、お聞きした結果でございます。 

「インフラ整備が整っていない」と回答した方が多く、そのほか「店舗が少ない」「資材置場が

増えている」「交通の便が悪い」「土地利用が混在」「農地・山林が荒れている」等が多くなってい

ます。 

１７ページ、「問４-（２）地区のまちづくりの方向性」についてお聞きした結果でございます。 

「インフラ整備」や「メリハリのある土地利用」などを求める声が多くなっています。 

最後に１８ページ、「問４-（３）個別の地区のまちの方向性」について、駅周辺及び広域幹線道

路など個別の方向性をお聞きした結果でございます。 

串崎新田地区の北千葉道路沿道のまちづくりについては、「産業を中心としたまちづくりを検討

した方が良い」が 26.1％、「未回答」が 23.9％、「現在の環境を維持した方が良い」が 19.6％と続
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いています。 

高塚新田地区の北千葉道路沿道のまちづくりについては、「産業を中心としたまちづくりを検討

した方が良い」が 44.7％、駅周辺のまちづくりについては、「住宅・商業系を中心としたまちづく

りを検討した方が良い」が 58.3％とそれぞれ最も多くなっています。 

紙敷地区の駅周辺のまちづくりについては、「住宅・商業系を中心としたまちづくりを検討した

方が良い」と回答した方は 57.1％となっており、「現状の環境を維持した方が良い」の 18.3％や

「自然環境を保全した方が良い」の 10.5％を大きく上回っています。 

矢切地区の国道６号や外環道周辺のまちづくりについては、「産業を中心としたまちづくりを検

討した方が良い」と回答した方が 66.7％となっており、期待する施設としては、物流施設が最も多

く、次に道の駅等の地域振興施設、観光農園、植物工場と続いています。 

以上、土地所有者の意向調査に関する説明を終わります。 

続きまして、構成案について、説明いたします。構成案をお手元にご用意いただきまして、１枚

めくって、目次をご覧ください。 

本審議会において、これまで５回に渡り、市街化調整区域の役割、本市の線引きの変遷、上位関

連計画等の整理、取り巻く社会情勢や環境の整理、土地利用の現況、市民意向や企業ニーズの把握

などを議題としてまいりましたが、様々な協議を経た結果を踏まえまして、本日は本計画の構成案

をお示しいたします。それぞれの項目の概要について、説明いたしますが、あくまでも構成案とな

りますので、本日の都市計画審議会で頂いたご意見等を踏まえ、更に内容を充実させてまいりたい

と考えております。 

それでは、１ページをお開きください。始めに、「１．調整区域の土地利用方針とは」「（１）策

定の背景と目的」についてでございます。 

本市の市街化調整区域には、農地や樹林地等、まとまった自然的土地利用が広がっており、市民

に潤いとやすらぎを与える貴重な空間となっております。 

一方で、農業従事者の高齢化や後継者不足により農地が減少傾向にあり、土地利用の混在化が進

行している区域もございます。更に、立地特性や、広域幹線道路の整備による立地ポテンシャルの

高まりなどを受け、持続可能なまちづくりの実現に向けた、計画的な施策の展開が求められており

ます。 

このような背景から、令和４年に改定した「松戸市都市計画マスタープラン」では、市街化調整

区域の土地利用について、４つの基本原則を示しながら、特性や取り巻く環境が異なる各地区に応

じた方針を示すこととしております。 

本計画においては、貴重な自然環境の維持や農業の発展を含めた持続可能なまちづくりの実現に

向け、市街化の抑制やみどり資源の保全などを基本的な考え方の主軸としつつ、各地区に応じた土

地利用の考え方を示し、計画的に施策を展開していくため「市街化調整区域の土地利用方針」を策

定するものでございます。 

２ページをお開きください。「（２）計画の対象区域」についてでございます。 

本計画では、調整区域のうち、21世紀の森と広場や江戸川河川敷、八柱霊園などを除く、１２の

エリアを対象に区分しております。 

３ページをご覧ください。「（３）計画の位置づけ」についてでございます。 

本計画は、「松戸市都市計画マスタープラン」の一部として、都市計画マスタープランの土地利
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用方針を補完するものとして位置づけます。従いまして、「（４）目標年次」は、松戸市都市計画マ

スタープランと同様に、令和４年度から概ね２０年後としております。 

４ページをお開きください。「２．本市における市街化調整区域の概要」「（１）市街化調整区域

とは」として、一般的に考えられる市街化調整区域の役割を記載しております。 

「（２）市街化調整区域の変遷」でございますが、昭和４５年に区域区分が指定されて以降、複

数回の変更を経て、現在の区域区分、都市計画区域 6,133haに対して、市街化区域 4,444ha、

72.5％、市街化調整区域 1,689ha、27.5％となっております。 

５ページをご覧ください。「（３）市街化調整区域の土地利用の基本的な考え方」として、松戸市

都市計画マスタープランでの記載を紹介しております。中段が４つの基本原則でございます。 

６ページをお開きください。「３．上位関連計画等の整理と経済社会情勢の変化等」、「（１）上位 

関連計画等の整理」として、①松戸市総合計画、②松戸都市計画都市計画区域の整備・開発及び保

全の方針、③松戸市立地適正化計画のほか、7ページにも関連計画での記載を紹介しております。 

８ページ、９ページをご覧ください。「（２）本市を取り巻く経済社会情勢等の変化」として、人

口推移、財政状況、持続可能なまちづくりの実現、自然環境やＳＤＧＳ等への関心の高まりなど、

本市を取り巻く経済社会情勢等の変化について、まとめております。 

１０ページ、１１ページをご覧ください。「（３）みどり・農業の現状」として、１０ページに

「①みどり」、１１ページに「②農業」について、山林面積や緑被率の推移、農地面積、農家数の

推移を各種グラフ等にて図示しております。山林面積、農地面積、農家数など、いずれも減少傾向

となっております。 

１２ページをお開きください。「（４）産業の現状」についてでございます。 

本市の製造業は、少ない産業用地の中で効率的な生産が行われておりますが、市内 3か所の工業

団地ではまとまった用地の空きが無く、新たな産業の誘致が難しくなってきている現状がございま

す。 

１３ページから３０ページまでが「４．調整区域の現況と取り巻く環境」について記載しており

ます。 

１３ページ、「（１）人口」については、平成２３年と令和３年との比較では、市街化調整区域の

人口は 502人減少しており、年齢３区分別で見ると、年少人口・生産年齢人口の割合が減少し、老

年人口が増加傾向にあります。 

１４ページ、１５ページをご覧ください。「（2）土地利用」についてでございます。 

田畑や山林などの自然的土地利用が減少し、住宅用地や商業用地、文教・厚生用地などが増加し

ております。 

１６ページをお開きください。「（3）みどり資源」「①みどり資源」についてでございます。 

市街化調整区域にはみどり資源が多く残されており、市街化調整区域の山林の土地利用構成比

は、全体で 5.3％となっており、千駄堀地区（25.9％）が最も多く、次いで金ケ作地区（13.4％）、

高塚新田地区（13.1％）と続いております。 

１７ページをご覧ください。「②農業」についてでございます。 

市内の農地のうち、約７割が市街化調整区域に存在しておりますが、農業従事者の高齢化や後継

者不足により農地が減少傾向にあり、農業産出額も停滞しております。市街化調整区域の土地利用

構成比としては、全体で２８％、地区別で見ると、六実地区、幸田地区、矢切地区、旭町地区の順
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で割合が高くなっております。 

１８ページをお開きください。「③水資源」についてでございます。 

江戸川や坂川などの河川、台地からの湧水など様々な水資源が存在し、河川沿いには遊歩道や 

親水広場が整備され、市民の生活に潤いとやすらぎを与えております。 

１９ページをご覧ください。「（４）歴史資源・レクレーション施設等」についてでございます。 

市街化区域には、21 世紀の森と広場や八柱霊園、根木内歴史公園などのほか、東部スポーツパー

クなどのスポーツ施設も有しております。 

２０ページをお開きください。「（５）交通網」についてでございます。 

都市計画道路の整備状況のほか、広域幹線道路による利便性の向上について記載しております。 

２１ページをご覧ください。「（６）開発動向」についてでございます。 

紙敷地区、金ケ作地区、大橋・和名ケ谷地区の建築着工件数が多く、住宅系の建築が中心となっ

ております。 

２２ページ、２３ページをご覧ください。「（７）災害ハザード」について、２２ページに「①洪

水浸水」、２３ページに「②内水」「③土砂災害」について記載しております。常磐線西側の地区

は、江戸川の氾濫などによる浸水想定区域となっており、中には浸水深５メートルを超える地区も

ございます。 

２４ページから３０ページまでは、「（８）地区別の概況」として、地区ごとの概況と土地利用状

況、基盤整備状況などを記載しております。昨年１０月の第１４９回松戸市都市計画審議会資料の

ような詳細な地区別カルテについては、巻末に資料編として掲載する予定で考えております。 

３１ページから３５ページまで、「５.市民意向の把握」「（１）市民意向調査」として、昨年度実

施した市民アンケートやオープンハウスの結果を紹介しております。 

３６ページに、本年６月２９日から７月１７日まで実施した「（２）土地所有者意向調査」の結

果を紹介いたします。 

３７ページから３８ページまでは、「６．企業ニーズの把握」「（１）企業ニーズ調査」として、

昨年度実施した企業ニーズ調査の結果をまとめております。 

３９ページ、４０ページをご覧ください。これまでの様々な角度からの現状分析や本審議会での

議論を踏まえると、「７.調整区域の課題」として、大きく６つの課題が考えられます。 

３９ページ、一つ目、「農地、樹林地の適正な維持・管理」として、農地の減少と耕作放棄によ

る農地の荒廃、資機材置場、駐車場等への転用増加、維持管理費の負担などによる樹林地の減少な

どにより、みどり資源が減少しており、適正な維持・管理が求められていること。 

二つ目、「無秩序な土地利用転換の抑制、良好な景観形成」として、建築行為を伴わない資機材

置場や駐車場への転換等、無秩序な土地利用転換が増え、良好な景観が損なわれる懸念があるこ

と。 

三つ目、「生活環境の維持・充実、周辺環境との調和」として、農地、住宅、介護施設などが混

在している箇所が多くみられ、調和が図られていないこと。 

４０ページ、四つ目、「交通利便性や地域特性を生かした柔軟な土地利用」として、立地ポテン

シャルが高まっている中、個別開発等により無秩序な土地利用の進行が懸念されること。 

五つ目、「災害リスクのある区域での災害防止対策」として、市街化調整区域内には、多くの災

害リスクの高い地域が存在しており、土地利用を検討する場合は、災害防止対策の観点についても
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十分に考慮する必要があること。 

最後に六つ目、「財政需要に対応した新たな財源確保」として、社会情勢の変化に対応した財政

運営が求められている中、貴重な農地・みどりを保全していくためには、これまで以上の支援とそ

れを行うための財源確保が必要であること。 

こうした課題を受け、その後のページでは、「８. 市街化調整区域の土地利用方針」、「９.土地利

用の実現化方策」を、最後に資料編として、地区別カルテや意向調査などの詳細を、それぞれ記載

していく考えでございます。 

以上、構成案に関する説明となり、議案第２号の説明を終わりますが、これまで協議いただきま

した内容を踏まえ、構成案について加筆修正や新たな視点での分析等が必要な個所などがありまし

たら、ご教示くださいますようお願いいたします。 

 

福川会長 

ありがとうございます。この議案についてご意見ご質問を頂きますが、地区別方向性などの具体

的な土地利用方針については議案第３号で議論することといたしますので、組み立てや地権者アン

ケートの説明についてご意見ご質問がある方はお出しいただければと思います。 

 

関根委員 

関根です。大きく２つあります。 

まず、資料の確認として、土地所有者の意向調査については参考になると思います。一方で、農

業の観点でいうと、国の大きな方向性として、農地を保全するためには、農業ができない方がいら

っしゃったら、農業のやる気がある人に土地を貸したり買ってもらったりする方向性を強めようと

いう大きな国の流れがあると思います。そういう意味で言うと、地権者調査は参考になるが、現在

市街化調整区域で農業に従事している地権者以外の人に意向を聞く必要もあると思いますが、今後

どうされるのか、教えていただきたいです。 

もう１つ、資料の確認になりますが、アンケート速報値の資料２ページ、（４）調査項目の今後

の土地利用及び課題についてというところで、下から２行目、⑦串崎新田地区から⑪矢切地区まで

は、今後のまちづくりについての方向性を聞いているが、なぜその４地区だけ聞いているのかを教

えてください。更には、矢切地区はさらに突っ込んでいて、８３ページに産業系を中心としたまち

づくりを検討したほうが良いかと、期待する施設まで聞いているが、矢切地区にしか聞いていない

のはなぜですか。お答えください。 

 

湯浅課長 

１点目、土地を借りて農業をしている人への意見を聞くべきではないかということだと思います

が、今回はそういう方々に対してのアンケートは行っておりません。地権者アンケートにつきまし

ては、このアンケートの結果をもってそのまま土地利用方針を考えるものではなく、参考の材料の

１つとして捉えております。仮に、今後本計画が策定された場合、これは２０年後の基本的な考え

方や方向性を示すものになりますので、位置づけをしたからといってすぐに事業開始するものでは

ないので、仮に、事業が具体化していくようであれば、その過程の中で借りている方などの関係者

に十分に話はしていくことになると考えております。 
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２点目、なぜ４地区かというところですが、２月の松戸市都市計画審議会の中でも地区分類をさ

せていただきました。軸としては、インフラ整備が整っているところや浸水想定区域であるかない

かで地区分類をした時に、今後２０年後の将来を見据えた中で、優先的に都市的土地利用を検討す

る地区として、千駄堀地区、串崎新田地区、高塚新田地区、紙敷地区、矢切地区の５地区を挙げま

したが、千駄堀地区については新駅設置に伴うまちづくりということで、担当課が地元に入って話

をしているので、千駄堀地区は除外した４地区に対し、この項目を聞いたということです。 

もう一つ、矢切地区にだけ具体的な施設を聞いたのは、この松戸市都市計画審議会でもこれまで

に幾度も話題にのぼっているため、参考までに地権者の方の考えを聞くために設けた設問になりま

す。以上でございます。 

 

関根委員 

１つ目、将来的には地権者以外も話を聞くとのことですが、個人としては、今大事な市街化調整

区域をどうしていくのかという議論をしているのだから、利用者については、国では農業について

農地を貸し借りすることについての方向性が強まっている中で、その意見を聞かないで市街化調整

区域の農地をどうするか決めていくということについては、すごく抜けている感じがしますので、

違和感があります。 

２つ目、千駄堀地区については理解しました。ということは、松戸市都市計画審議会の中では、

前回も議論があったと思いますが、４つの地区は優先的に開発を検討していこうという答弁だった

ということを思いました。 

３つ目、矢切地区だけ具体的なものを聞いていることについては、前回までの松戸市都市計画審

議会では、執行部側は、矢切地区だけではない、全ての地区について議論をして欲しいと言ってい

たのに、執行部から矢切地区だけ前に出てくるような資料が出てきてしまうと、委員には平等に議

論してほしいと言うけれども、執行部側はそもそも矢切地区を特別扱いしているのではと思えて仕

方がないので、これにも違和感がありました。それから、アンケートの仕方についてだが、物流施

設が 67.3％とのことだが、地権者の皆さんに聞いた項目というのは、この棒グラフにある物流施設

から特になしの８か９の選択肢しか提示していないのですか。他の選択肢もあったのですか。 

 

湯浅課長 

関根委員がおっしゃった選択肢が全てです。 

 

関根委員 

そうすると、産業系の施設では物流施設だけではなく、例えば印西市で Googleがデータセンタ

ーを作るとか大々的に報道されているとか、色々な施設が考えられると思います。なぜ、とりわけ

問題となっている物流施設を取り上げて載せたのか答えてもらってもよろしいですか。産業系の施

設は他にもあるのに、物流施設だけ載せたのかがわからないです。 

 

湯浅課長 

今この設問を見ておりますが、一通り工場や研究施設も載せているので、考えられる施設を網羅

しているもので、物流施設を念頭に置いて設問を設けたということはありません。 
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関根委員 

すごく問題だと思います。この件は新聞でも報道されていますが、かねてから物流施設の事業者

から地権者に、その土地を買う話がされてしまっています。だけれども、その土地は市街化調整区

域なのでそのままでは物流施設は建たない。その中で、市からアンケート調査の中で、市が物流施

設を選択肢の一つとして見せてしまっています。本当は建たないのに見せてしまっています。そう

すると地権者はどう思いますか。市は選択肢として物流施設があると考えていると思われると思い

ますが、そのリスクは考えなかったのですか。 

 

湯浅課長 

矢切地区のこれまで議論してきた地理的状況や基盤整備状況等を踏まえると、産業系施設のニー

ズは高いと考えております。ただ、物流施設を念頭においたわけではなく、繰り返しになります

が、産業系の土地利用で考えられる施設として設問に入れただけであり、念頭に置いて設問に設け

たわけではありません。 

 

関根委員 

誤解を招く調査になったのでは。地権者にそういう思いをさせてしまった一つの調査結果になら

なければよいなと思いました。以上です。 

 

福川会長 

ありがとうございました。他にご意見があればどうぞ。 

 

ミール委員 

共産党のミールです。今の関根委員の質問でもう少し確認したいのですが、私も違和感がありま

した。なぜなら、物流施設の選択肢は矢切地区にしかない。産業系は３つほどありましたが。なぜ

質問を同じにしないのかというところを聞いてもよいですか。同じ産業系にも関わらず物流の選択

肢があるところとないところがあるのはなぜかですか。 

 

湯浅課長 

例えば、北千葉道路沿道に関しては松戸市都市計画マスタープランにも記載がありますが、本社

機能等のより産業集積がわかるような施設ということで記載をしています。そのようにある程度具

体的な記載があるところはそれを設問として記載しており、矢切地区は具体の施設として話に出て

きているので参考までに書いたということであります。 

 

ミール委員 

矢切地区以外は松戸市都市計画マスタープランで産業集積系と書いてあるからそういう選択肢に

したと。そういう方向性というのがある程度決まっているこということですかね。それなら矢切地

区も同じく議論されているからということで方向性として可能性が高いからということになるので

しょうか。ただ、わざわざ物流施設と書かなくて良いのではと思います。 
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湯浅課長 

方向性の話については、議案第３号の議論内容になりますので、議案第３号の内容を見ていただ

いてからご意見を頂ければと思います。設問としては、関根委員にもご説明したとおり、考えて設

問を設けさせていただいたので、アンケ－ト結果については参考の１つとして、事実の１つとして

捉えていただければと思います。 

 

ミール委員 

物流施設という選択肢があれば、そこにチェックをしてしまうと思う。設問が恣意的だと感じま

した。このアンケートの設問自体が。今後どうしていくかというところについては、議案第３号で

ということなので、これ以上深くは聞きません。 

このアンケートは地権者に対してのアンケートということですが、地権者といっても色々いらっ

しゃると思いますが、例えば矢切地区であれば、矢切地区の耕地の農家の方とそれ以外の駅周辺の

斜面林に張り付いているような住宅地、結構新しい宅地とかも多いと思いますが、その辺りの住民

も買って住んでいると思いますが、その辺の方も対象になっているのですか。 

 

湯浅課長 

対象になっています。 

 

福川会長 

2000件の中には、農地や住宅も関係なく抽出しているということかですか。 

 

湯浅課長 

そうです。アンケート結果の属性のところで申し上げたとおり、ほとんどが個人になりますが、

個人ではない地権者の方にもアンケートは行っております。 

 

福川会長 

矢切地区の設問については興味本位かもしれないが、過去の経緯もあって具体的に聞いてみたと

いうところですね。特段、物流施設を推進しようとしたわけではないということで。 

他にいかがでしょうか。 

 

待山委員 

商工会議所の待山です。経済の話に多少関わってきましたのでお話をさせていただきたいと思っ

ております。国や県のプロジェクトで松戸市が関わっているものは北千葉道路。やはり、北千葉道

路をどう活かすかというのは、将来の松戸市の税収や雇用に関わると思います。全体的な流れとし

て、議案第２号はよくできているものとして理解しております。 

その中で、質問にもあったとおり、矢切地区にはなぜ倉庫が建つのかというところであると思い

ます。これは、北千葉道路の沿線と外環のインターチェンジの話とは違いますが、市街化調整区域

は１２の地区に分かれている、市街化調整区域の方向性は議案第３号になると思いますが、その地

域の特性を活かすためにどうしたら良いかという話の中で、市は松戸市都市計画マスタープランを
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作られたと思います。その特性が串崎新田から北千葉道路沿線となる松飛台工業団地をどう活かす

かというところで、市は松戸市都市計画マスタープランを作っている。矢切地区はインターチェン

ジがある、それに基づいて流通という言葉で質問してしまったんだろうと、私は考えております。 

企業から見れば、市街化調整区域に何を作ったら良いかというのは企業経営に必要なことだと思

いますので、質問内容も同じような内容になったと思いますし、私はこの松戸市都市計画マスター

プラン策定を進めてもらいたいとお願い申し上げます。以上になります。 

 

福川会長 

ありがとうございました。ご意見ということで。 

他にいかがでしょうか。 

 

勢田委員 

勢田でございます。５ページの基本原則、２つ目の丸に災害リスクのことが書かれておりまし

て、今後の議論として、この市街化調整区域についてはあらゆる可能性について議論されると思い

ますが、まちづくりの方向性としては、災害のリスクが高いところについては、個人のリスクだけ

ではなくて、災害リスクの高いところに開発を考えるなら災害に強いまちづくりとした行政のスタ

ンスも必要だと考えております。４つ目の白丸については、答えを求めるものではないですが、地

域の合意形成、農林漁業の必要な調整とありますが、基本原則を守るなら良いですが、そうでない

場合の可能性を議論するのであれば、災害に強い対応の方策をセットで考えていかなくてはいけな

いということは、何かしらの形で書いた方が良いのではと思いました。以上です。 

 

福川会長 

ありがとうございました。こちらは、松戸市都市計画マスタープランに掲げた４原則になります

ので、これが破られることはないだろうと考えております。 

他にいかがでしょうか。 

 

深山委員 

委員の深山でございます。議案第２号の構成案に関して、概ね今までの議論を網羅されていると

思いますので、構成案としては良いのではと思います。とりわけ、これからも議論が出てくると思

いますが、今までの議論が網羅されていると思いますので、追加で加えることはないのかなと思い

ます。以上です。 

 

福川会長 

ありがとうございました。ご意見ということで。 

他にいかがでしょうか。 

 

秋田委員 

３ページに松戸市都市計画マスタープランの中に市街化調整区域編があるということなので、ボ

リュームとして多すぎる部分もあると思いますので、もう少し軽くした方が市民の皆さんも理解し
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やすいと思っております。特に、松戸市都市計画マスタープランに任せた方が良いのではと思った

のは、例えば８ページと９ページ。ここであれば、市街化調整区域編ということなので、市街化調

整区域の話に絞れば良いので、全体的なことは本編にお任せして良いのかなと思います。 

それから、構成で気になったのが１３ページと２１ページ。人口と建築の話になりますが、市街

化調整区域は基本的に開発を抑える場所で人口が増えては困る、都市計画上は増えない前提になっ

ていて、住宅もそんなに増えないという前提になっているので、このあたりについては評価が難し

いところもあるので、あえて入れないで、本編に任せても良いのかなと思います。 

１２ページについても言及がありましたが、本来は本編で任せて良い部分ではないかなと思いま

すので、緑や農に対してどういうスタンスを取るのかというところと、この土地が持っているリス

クだとかにフォーカスしながら書いていただくと、より分かりやすくなるのかなと思いました。以

上です。 

 

福川会長 

本編はもう出来上がっているので、確認はしてもらわないと。建前上は人口が増えないとされて

おりますが、開発が進んでしまっている実態は良いのではないですかね。 

 

秋田委員 

ただ、記載する場所がここかなというところはあります。 

 

福川会長 

他にいかがでしょうか。 

 

原委員 

市議会議員の原です。構成案については、この状態で概ね良いのではと思っております。 

ただ、先ほど話に出ていた、地権者の意向調査の報告書で矢切地区の話が出ていましたが、ここ

には私も違和感があります。どうしてここだけなのかという話で、選択肢を見てみますと、物流施

設だけが書いてあるわけではなく、想定される施設を全て網羅して書いたというお話がありました

が、そこだけ見ると違和感はありまして、矢切地区については松戸市都市計画マスタープランにも

記載があるとおり、そして市のホームページにも載っておりますが、地下鉄１１号線の延伸につい

て、一部の地権者にも期待している人がいる。市としては、葛飾区と組んで延伸について陳情等を

続けてらっしゃると思いますが、選択肢には考え得る施設を書いたと言いながら、なぜ鉄道や駅の

話は書かなかったのか。ここにすごく違和感があります。いかがでしょうか。 

 

湯浅課長 

確かに、松戸市都市計画マスタープランには地下鉄１１号線の記載がございますが、ルートや具

体的な構想はまだ示されていない状況ですので、地下鉄１１号線に関する区域を設定して設問とし

て設けることは困難であったため、今回は載せておりません。以上でございます。 
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原委員 

あまり時間をかけてやるつもりもないですが、区域が指定されていなくても、松戸市都市計画マ

スタープランの地図上では間違いなく矢切地区の上を通っていると思います。尚且つ、考えうる施

設を網羅したと言っているのに書いていないということについては恣意的に感じます。市の方針と

して延伸の話が残っているのであれば、残っているから予算をつけて誘致活動をしていると思いま

すが、議案第３号に繋がる部分でもありますが、矢切地区で鉄道の話が出てこないことについては

違和感があります。意見です。以上です。 

 

福川会長 

意見ということで。 

それでは他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

ご意見がないようですので、ここで質疑を打ち切りまして、議案第２号を終了いたします。あり

がとうございました。 


